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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電型の炭化珪素半導体層（２、３、７）と、
　前記炭化珪素半導体層（２、３、７）の表層に部分的に形成される、第２の導電型の第
２の拡散層（９）と、
　少なくとも前記第２の拡散層（９）の表層の一部に形成される、第２の導電型の第３の
拡散層（１９）と、
　前記第３の拡散層（１９）の表層に部分的に形成される、第１の導電型の第４の拡散層
（１１）とを備え、
　前記第３の拡散層（１９）は、前記第２の拡散層（９）よりも浅く形成され、
　断面視において、前記第４の拡散層（１１）は前記第３の拡散層（１９）内に形成され
、
　断面視において、前記第３の拡散層（１９）は前記第２の拡散層（９）に対して非対称
となる位置に形成される、
　炭化珪素半導体装置。
【請求項２】
　前記第３の拡散層（１９）は、前記炭化珪素半導体層（２、３、７）および前記第２の
拡散層（９）に接触する位置に形成される、
　請求項１に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項３】
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　前記第２の拡散層（９）の表面の一部、および、前記第３の拡散層（１９）の表面の一
部にそれぞれ接触して形成される第１のゲート絶縁膜（１２）と、
　前記第２の拡散層（９）の表面の他の一部、および、前記第３の拡散層（１９）の表面
の他の一部にそれぞれ接触して形成される第２のゲート絶縁膜（１２）と、
　前記第１のゲート絶縁膜（１２）に接触して形成される第１のゲート電極（１３）と、
　前記第２のゲート絶縁膜（１２）に接触して形成される第２のゲート電極（１３）とを
さらに備える、
　請求項１または請求項２に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項４】
　前記第３の拡散層（１９）の前記第１のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重なる
幅は、前記第３の拡散層（１９）の前記第２のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重
なる幅よりも大きい、
　請求項３に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項５】
　前記第３の拡散層（１９）の前記第１のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重なる
幅は、前記第２の拡散層（９）の前記第１のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重な
る幅よりも大きく、
　前記第３の拡散層（１９）の前記第２のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重なる
幅は、前記第２の拡散層（９）の前記第２のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重な
る幅以下である、
　請求項４に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項６】
　前記第１のゲート絶縁膜（１２）および前記第２のゲート絶縁膜（１２）は、少なくと
も、前記炭化珪素半導体層（２、３、７）と前記第４の拡散層（１１）とに挟まれた前記
第２の拡散層（９）の表面、および、前記炭化珪素半導体層（２、３、７）と前記第４の
拡散層（１１）とに挟まれた前記第３の拡散層（１９）の表面にそれぞれ接触して形成さ
れる、
　請求項４または請求項５に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項７】
　前記第１のゲート絶縁膜（１２）は、前記第４の拡散層（１１）の表面の一部に接触し
て形成され、
　前記第２のゲート絶縁膜（１２）は、前記第４の拡散層（１１）の表面の他の一部に接
触して形成され、
　前記第４の拡散層（１１）の前記第１のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重なる
幅は、前記第４の拡散層（１１）の前記第２のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重
なる幅よりも大きい、
　請求項６に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項８】
　前記第１のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重なる、前記炭化珪素半導体層（２
、３、７）と前記第４の拡散層（１１）とに挟まれた前記第３の拡散層（１９）の幅は、
１．０μｍ未満である、
　請求項６または請求項７に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項９】
　前記第３の拡散層（１９）は、前記炭化珪素半導体層（２、３、７）の表層および前記
第２の拡散層（９）の表層に跨って形成される、
　請求項４から請求項８のうちのいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置。
【請求項１０】
　第１の導電型の炭化珪素半導体層（２、３、７）の表層に、イオンの注入によって第２
の導電型の第２の拡散層（９）を部分的に形成し、
　前記炭化珪素半導体層（２、３、７）の表面に、レジストパターン（１０）を形成し、
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　前記レジストパターン（１０）から露出した状態の少なくとも前記第２の拡散層（９）
の表層の一部に、イオンの回転注入によって第２の導電型の第３の拡散層（１９）を形成
し、
　前記レジストパターン（１０）から露出した状態の第３の拡散層（１９）の表層に、イ
オンの注入によって第１の導電型の第４の拡散層（１１）を部分的に形成する、
　炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　０°よりも大きくかつ４５°以下の角度でのイオンの回転注入によって第２の導電型の
前記第３の拡散層（１９）を形成する、
　請求項１０に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　３０°以上かつ４５°以下の角度でのイオンの回転注入によって第２の導電型の前記第
３の拡散層（１９）を形成する、
　請求項１０または請求項１１に記載の炭化珪素半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記レジストパターン（１０）の端部は、テーパ形状である、
　請求項１０から請求項１２のうちのいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置の製造方
法。
【請求項１４】
　前記第３の拡散層（１９）は、前記第２の拡散層（９）よりも浅く形成され、
　前記第４の拡散層（１１）は、前記第３の拡散層（１９）の表層に部分的に形成される
、
　請求項１０から請求項１３のうちのいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置の製造方
法。
【請求項１５】
　少なくとも、前記炭化珪素半導体層（２、３、７）と前記第４の拡散層（１１）とに挟
まれた前記第２の拡散層（９）の表面、および、前記炭化珪素半導体層（２、３、７）と
前記第４の拡散層（１１）とに挟まれた前記第３の拡散層（１９）の表面に、第１のゲー
ト絶縁膜（１２）および第２のゲート絶縁膜（１２）を形成し、
　前記第１のゲート絶縁膜（１２）の表面および前記第２のゲート絶縁膜（１２）の表面
に、それぞれ第１のゲート電極（１３）および第２のゲート電極（１３）を形成し、
　前記第３の拡散層（１９）の前記第１のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重なる
幅は、前記第３の拡散層（１９）の前記第２のゲート絶縁膜（１２）と平面視において重
なる幅よりも大きい、
　請求項１０から請求項１４のうちのいずれか１項に記載の炭化珪素半導体装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願明細書に開示される技術は、炭化珪素半導体装置およびその製造方法に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来の、ＳｉＣ基板を用いた金属－酸化膜－半導体電界効果トランジスタ（ｍｅｔａｌ
－ｏｘｉｄｅ－ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｆｉｅｌｄ－ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａｎｓｉ
ｓｔｏｒ、すなわち、ＭＯＳＦＥＴ）などの炭化珪素半導体装置では、ＳｉＣ基板の表面
を容易に酸化させることができないため、まず最初に、マーク工程において、段差形状で
あるマークがＳｉＣ基板の表面に形成される。そして、ゲート電極が形成されるまでの工
程では当該マークを用いて写真製版が行われ、それぞれの工程においてイオン注入によっ
て拡散層が形成される。
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【０００３】
　ＳｉＣ基板を用いる場合、注入されたイオンは熱処理によってほとんど拡散しない。よ
って、ソース領域とバックゲート領域（すなわち、ボディ領域）とを同じマークに基づい
て形成すると、ソース領域の形成幅とバックゲート領域の形成幅との差がほとんどなくな
り、結果として、半導体チップにおけるＭＯＳＦＥＴのオフ耐圧が低下する場合があった
。
【０００４】
　このような問題に対処する方法として、注入マスクの端部をテーパ形状とすることによ
って、イオン注入でバックゲート領域を形成した後に、バックゲート領域内にイオン注入
でソース領域を形成する方法が開示されている（たとえば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－０３９７４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の方法でソース領域をバックゲート領域内に形成する場合、注入マ
スクの端部におけるテーパ形状の角度によって拡散の程度が異なり、結果として、ソース
領域の形成幅とバックゲート領域の形成幅との差がほとんどない場合が生じていた。その
ような場合には、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧が低下してしまう。
【０００７】
　本願明細書に開示される技術は、以上に記載されたような問題を解決するためになされ
たものであり、オフ耐圧を低下させずに炭化珪素半導体装置を製造する技術を提供するこ
とを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願明細書に開示される技術の第１の態様は、第１の導電型の炭化珪素半導体層と、前
記炭化珪素半導体層の表層に部分的に形成される、第２の導電型の第２の拡散層と、少な
くとも前記第２の拡散層の表層の一部に形成される、第２の導電型の第３の拡散層と、前
記第３の拡散層の表層に部分的に形成される、第１の導電型の第４の拡散層とを備え、前
記第３の拡散層は、前記第２の拡散層よりも浅く形成され、断面視において、前記第４の
拡散層は前記第３の拡散層内に形成され、断面視において、前記第３の拡散層は前記第２
の拡散層に対して非対称となる位置に形成される。
【０００９】
　本願明細書に開示される技術の第２の態様は、第１の導電型の炭化珪素半導体層の表層
に、イオンの注入によって第２の導電型の第２の拡散層を部分的に形成し、前記炭化珪素
半導体層の表面に、レジストパターンを形成し、前記レジストパターンから露出した状態
の少なくとも前記第２の拡散層の表層の一部に、イオンの回転注入によって第２の導電型
の第３の拡散層を形成し、前記レジストパターンから露出した状態の第３の拡散層の表層
に、イオンの注入によって第１の導電型の第４の拡散層を部分的に形成する。
【発明の効果】
【００１０】
　本願明細書に開示される技術の第１の態様は、第１の導電型の炭化珪素半導体層と、前
記炭化珪素半導体層の表層に部分的に形成される、第２の導電型の第２の拡散層と、少な
くとも前記第２の拡散層の表層の一部に形成される、第２の導電型の第３の拡散層と、前
記第３の拡散層の表層に部分的に形成される、第１の導電型の第４の拡散層とを備え、前
記第３の拡散層は、前記第２の拡散層よりも浅く形成され、断面視において、前記第４の
拡散層は前記第３の拡散層内に形成され、断面視において、前記第３の拡散層は前記第２
の拡散層に対して非対称となる位置に形成される。このような構成によれば、第２の拡散
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層の形成位置に対してたとえばソース領域の形成位置がずれ、ソース領域と炭化珪素半導
体層との間の距離が小さくなる場合であっても、第３の拡散層によってソース領域と炭化
珪素半導体層との間の距離が確保されるため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑
制することができる。そのため、歩留まりが改善する。
【００１１】
　本願明細書に開示される技術の第２の態様は、第１の導電型の炭化珪素半導体層の表層
に、イオンの注入によって第２の導電型の第２の拡散層を部分的に形成し、前記炭化珪素
半導体層の表面に、レジストパターンを形成し、前記レジストパターンから露出した状態
の少なくとも前記第２の拡散層の表層の一部に、イオンの回転注入によって第２の導電型
の第３の拡散層を形成し、前記レジストパターンから露出した状態の第３の拡散層の表層
に、イオンの注入によって第１の導電型の第４の拡散層を部分的に形成する。このような
構成によれば、第２の拡散層の形成位置に対してたとえばソース領域の形成位置がずれ、
ソース領域と炭化珪素半導体層との間の距離が小さくなる場合であっても、ソース領域を
形成するレジストパターンと同じレジストパターンを用いつつ回転注入で形成される第３
の拡散層によって、ソース領域と炭化珪素半導体層との間の距離が確保される。そのため
、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制することができる。
【００１２】
　本願明細書に開示される技術に関する目的と、特徴と、局面と、利点とは、以下に示さ
れる詳細な説明と添付図面とによって、さらに明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態に関する、ＭＯＳＦＥＴおよびマークの配置形態を例示する平面図で
ある。
【図２】実施の形態に関する、炭化珪素半導体装置の構成を概略的に例示する平面図であ
る。
【図３】図２における断面に対応する断面図である。
【図４】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、エピタキシャル層が形成されるまで
の工程を例示する断面図である。
【図５】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、マークが形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【図６】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ドレイン領域が形成される際のイオ
ン注入までの工程を例示する断面図である。
【図７】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、バックゲート領域が形成される際の
イオン注入までの工程を例示する断面図である。
【図８】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、Ｐ型の拡散層が形成される際のイオ
ン注入までの工程を例示する断面図である。
【図９】写真製版時に、マークとしての凹部に対してパターンの位置がずれた場合の構成
を例示する断面図である。
【図１０】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、オフ耐圧の原理を説明するための
断面図である。
【図１１】イオンを４５°より大きい角度で回転注入した場合の構成を例示する断面図で
ある。
【図１２】イオンを４５°以下の角度で回転注入した場合の構成を例示する断面図である
。
【図１３】Ｐ型の拡散層およびソース領域を形成するためのレジストの端部における角度
を３０°とした場合の断面図である。
【図１４】Ｐ型の拡散層およびソース領域を形成するためのレジストの端部における角度
を４５°とした場合の断面図である。
【図１５】Ｐ型の拡散層およびソース領域を形成するためのレジストの端部における角度
を８０°とした場合の断面図である。



(6) JP 6746010 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

【図１６】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ソース領域が形成される際のイオ
ン注入までの工程を例示する断面図である。
【図１７】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ゲート電極が形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図１８】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、層間酸化膜が形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図１９】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、コンタクトが形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図２０】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【図２１】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【図２２】写真製版時に、マークとしての凹部に対してパターンの位置がずれた場合の他
の構成を例示する断面図である。
【図２３】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ソース領域が形成される際のイオ
ン注入までの工程を例示する断面図である。
【図２４】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、層間酸化膜が形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図２５】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、層間酸化膜が形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図２６】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、コンタクトが形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図２７】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、コンタクトが形成されるまでの工
程を例示する断面図である。
【図２８】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【図２９】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【図３０】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【図３１】実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程を例
示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付される図面を参照しながら実施の形態について説明する。
【００１５】
　なお、図面は概略的に示されるものであり、説明の便宜のため、適宜、構成の省略、ま
たは、構成の簡略化がなされるものである。また、異なる図面にそれぞれ示される構成な
どの大きさおよび位置の相互関係は、必ずしも正確に記載されるものではなく、適宜変更
され得るものである。
【００１６】
　また、以下に示される説明では、同様の構成要素には同じ符号を付して図示し、それら
の名称と機能とについても同様のものとする。したがって、それらについての詳細な説明
を、重複を避けるために省略する場合がある。
【００１７】
　また、以下に記載される説明において、「上」、「下」、「左」、「右」、「側」、「
底」、「表」または「裏」などの特定の位置と方向とを意味する用語が用いられる場合が
あっても、これらの用語は、実施の形態の内容を理解することを容易にするために便宜上
用いられるものであり、実際に実施される際の方向とは関係しないものである。
【００１８】
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　また、以下に記載される説明において、「第１の」、または、「第２の」などの序数が
用いられる場合があっても、これらの用語は、実施の形態の内容を理解することを容易に
するために便宜上用いられるものであり、これらの序数によって生じ得る順序などに限定
されるものではない。
【００１９】
　＜実施の形態＞
　以下、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置、および、炭化珪素半導体装置の製造
方法について説明する。なお、以下の説明においては、第１の導電型がＮ型であり、第２
の導電型がＰ型であるとする。
【００２０】
　＜炭化珪素半導体装置の構成について＞
　図１は、本実施の形態に関するＭＯＳＦＥＴおよびマークの配置形態を例示する平面図
である。図１においては、ＭＯＳＦＥＴが配置される領域であるＭＯＳＦＥＴ領域８０１
と、ＭＯＳＦＥＴ領域８０１の間に設けられる領域であるスクライブ領域８０２と、マー
クが配置される領域であるマーク領域８０３とが例示される。
【００２１】
　図１に例示されるように、ＭＯＳＦＥＴ領域８０１は、平面視において複数配置される
。また、マーク領域８０３は、スクライブ領域８０２に部分的に設けられる。
【００２２】
　図２は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の構成を概略的に例示する平面図で
ある。また、図３は、図２における断面９０１に対応する断面図である。
【００２３】
　図２および図３に例示されるように、炭化珪素半導体装置は、Ｎ型のＳｉＣ基板１と、
ＳｉＣ基板１の上面に形成されるＮ型のバッファ層２と、バッファ層２の上面に形成され
るＮ型のエピタキシャル層３と、エピタキシャル層３の表層に形成される、Ｎ型の拡散層
であるドレイン領域７と、ドレイン領域７の表層に部分的に形成される、Ｐ型の拡散層で
あるバックゲート領域９と、バックゲート領域９の表層に部分的に形成される、Ｎ型の拡
散層であるソース領域１１と、ソース領域１１とドレイン領域７とに挟まれたバックゲー
ト領域９上に、ゲート酸化膜を介して形成されるゲート電極１３と、ドレイン領域７上に
形成されるオルト珪酸テトラエチル（ｔｅｔｒａｅｔｈｏｘｙｓｉｌａｎｅ、すなわち、
ＴＥＯＳ）酸化膜２０とを備える。なお、図２および図３においては、ゲート電極１３は
、ＴＥＯＳ酸化膜２０上にも跨って形成される。
【００２４】
　図４は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、エピタキシャル層が形成される
までの工程を例示する断面図である。図４においては、ＭＯＳＦＥＴが形成される領域で
あるＭＯＳＦＥＴ領域１０１と、マークが配置される領域であるマーク領域１０２とが例
示される。
【００２５】
　図４に例示されるように、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１およびマーク領域１０２において、
Ｎ型のＳｉＣ基板１の上面にＮ型のバッファ層２を成長させ、さらにバッファ層２の上面
にＮ型のエピタキシャル層３を成長させる。
【００２６】
　図５は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、マークが形成されるまでの工程
を例示する断面図である。図５においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマーク領域
１０２とが例示される。
【００２７】
　図５に例示されるように、エピタキシャル層３の上面にＴＥＯＳ酸化膜４を堆積させる
。そして、写真製版を行うことによってマーク領域１０２におけるＴＥＯＳ酸化膜４を部
分的に除去する。さらに、ドライエッチングによって、ＴＥＯＳ酸化膜４を除去すること
によって露出したエピタキシャル層３の上面に、凹部５を形成する。このようにして形成
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されたマーク領域１０２における凹部５は、ゲート電極１３が形成されるまでの写真製版
に用いられるマークである。
【００２８】
　図６は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ドレイン領域が形成される際の
イオン注入までの工程を例示する断面図である。図６においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領
域１０１とマーク領域１０２とが例示される。
【００２９】
　図６に例示されるように、ＴＥＯＳ酸化膜４が除去されたエピタキシャル層３の上面に
レジストを塗布し、さらに写真製版を行う。このとき、マーク領域１０２における凹部５
にレジストマスクのマークを合わせて露光を行うと、パターン６を形成することができる
。
【００３０】
　そして、写真製版後に、Ｎ型のイオン種である窒素またはリンをエピタキシャル層３の
上面から注入することによって、ドレイン領域の抵抗を下げるためのドレイン領域７を形
成する。
【００３１】
　次に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１から数十から数百μｍ離れたドレイン領域内（すなわち
、図２のＴＥＯＳ酸化膜２０の外側の領域）にＰ型のイオン種であるアルミニウム、ボロ
ンまたはＢＦ２を注入することによって、オフ耐圧を向上させるためのリング状のＰ型の
拡散層（ここでは、図示しない）を形成する。
【００３２】
　図７は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、バックゲート領域が形成される
際のイオン注入までの工程を例示する断面図である。図７においても同様に、ＭＯＳＦＥ
Ｔ領域１０１とマーク領域１０２とが例示される。
【００３３】
　図７に例示されるように、ドレイン領域７の上面にレジストを塗布し、さらに凹部５を
マークとして用いて写真製版を行う。そして、レジストにパターン８を形成し、Ｐ型のイ
オン種であるアルミニウム、ボロンまたはＢＦ２を注入することによって、Ｐ型の拡散層
であるバックゲート領域９を形成する。ここで、Ｐ型イオン種の注入は、注入エネルギー
を変えて複数回行われてもよい。
【００３４】
　図８は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、Ｐ型の拡散層が形成される際の
イオン注入までの工程を例示する断面図である。図８においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領
域１０１とマーク領域１０２とが例示される。
【００３５】
　図８に例示されるように、パターン８を除去した後に、バックゲート領域９の上面およ
びドレイン領域７の上面にレジストを塗布し、さらに凹部５をマークとして用いて写真製
版を行う。そして、レジストにパターン１０を形成し、Ｐ型のイオン種であるアルミニウ
ム、ボロンまたはＢＦ２を０°よりも大きくかつ４５°以下の角度で、かつ、エネルギー
が８０ｋｅＶ以下で回転注入することによって、Ｐ型の拡散層１９を形成する。
【００３６】
　注入角度を小さくすると、Ｐ型の拡散層１９を浅く形成することができる。すなわち、
Ｐ型の拡散層１９の深さは、注入角度によって調整することができる。
【００３７】
　ここで、Ｐ型イオン種の注入は、注入角度および注入エネルギーを変えて複数回行われ
てもよい。なお、イオン注入を複数回行う場合にも、エネルギーは８０ｋｅＶ以下とする
。また、レジストにパターン１０を形成する際には、バックゲート領域９の両端にかかる
ように形成する。
【００３８】
　ここで、回転注入とは、イオンを注入する対象面の法線を軸として回転させながら、か
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つ、当該対象面に対して傾斜させてイオンを注入する注入方法である。
【００３９】
　Ｐ型の拡散層１９は、後工程において連続注入されるソース領域１１よりも、たとえば
０．５μｍ深く形成される。そして、このような深さにＰ型の拡散層１９を形成する際に
は、１００ｋｅＶ以上のエネルギーでのイオン注入は必要とされない。そのため、当該イ
オン注入によるレジストの電荷のチャージ、および、発泡などは生じない。
【００４０】
　なお、Ｐ型の拡散層１９のイオン注入によるキャリア濃度は、Ｐ型の拡散層であるバッ
クゲート領域９のイオン注入によるキャリア濃度とほぼ同等である。
【００４１】
　図９は、写真製版時に、マークとしての凹部５に対してパターン１０の位置がずれた場
合の構成を例示する断面図である。また、図１０は、本実施の形態に関する炭化珪素半導
体装置の、オフ耐圧の原理を説明するための断面図である。
【００４２】
　図９における半導体装置の断面視において、Ｐ型の拡散層１９がバックゲート領域９に
対して非対称に形成されている。図９では、Ｐ型の拡散層１９がバックゲート領域９から
はみ出して、換言すると、Ｐ型の拡散層１９がバックゲート領域９とドレイン領域７とに
接触する位置に形成されている。
【００４３】
　また、Ｐ型の拡散層１９がバックゲート領域９内に形成されている場合は、Ｐ型の拡散
層１９の図９における右側における、バックゲート領域９の幅と、Ｐ型の拡散層１９の図
９における左側における、バックゲート領域９の幅とが異なる。
【００４４】
　上記の非対称な構造であれば、Ｐ型の拡散層１９を形成する際のマスクに、Ｎ型のソー
ス領域１１を形成する際に使用されるマスクを用いることができるため、新たに別のマス
クを用意する必要がない。また、Ｎ型のソース領域１１の外側にＰ型の拡散層１９を所定
の距離だけ離して覆うように形成することができるため、Ｎ型のソース領域１１とドレイ
ン領域７との間の距離を必ず一定以上に確保することができる。よって、耐圧不良が生じ
ない。
【００４５】
　図２２は、写真製版時に、マークとしての凹部５に対してパターン１０の位置がずれた
場合の他の構成を例示する断面図である。
【００４６】
　図２２における半導体装置の断面視において、Ｐ型の拡散層１９がバックゲート領域９
に対して非対称に形成されている。図２２では、Ｐ型の拡散層１９とドレイン領域７との
間の距離が、Ｐ型の拡散層１９左右で異なっている。具体的には、Ｐ型の拡散層１９の右
側における間隔５５７は、Ｐ型の拡散層１９の左側における間隔５５８よりも小さい。
【００４７】
　図９においては、パターン１０の位置がずれたことによって、後述の図２６に例示され
るように、Ｐ型の拡散層１９の、右側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重な
る幅５５１が、バックゲート領域９の当該ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５
５２よりも大きくなっている。また、後述の図２６に例示されるように、Ｐ型の拡散層１
９の、左側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５５３が、バックゲー
ト領域９の当該ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５５４以下となっている。
【００４８】
　図１０に例示されるように、バックゲート領域９の表層における、ドレイン領域７とソ
ース領域１１との間の距離５０４は、たとえば、０．４μｍ以上、かつ、０．６μｍ以下
である。ここで、距離５０４は、実効チャネル長に対応する。
【００４９】
　一方で、レジストにパターン８を形成する、バックゲート領域９を形成するための写真



(10) JP 6746010 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

製版（図７を参照）と、レジストにパターン１０を形成する、ソース領域１１を形成する
ための写真製版とにおいて、ともに凹部５をマークとして用いている。当該マークに対す
るパターン１０の位置ずれが生じ、かつ、そのずれの方向が異なると、図１０における距
離５０４は、たとえば、下限値の０．４μｍともなり得る。
【００５０】
　さらに、図７に例示されたパターン８の形状、および、図８および図９に例示されたパ
ターン１０の形状によっては、図１０における距離５０４は、下限値以下の長さともなり
得る。
【００５１】
　図１１は、イオンを４５°より大きい角度で回転注入した場合の構成を例示する断面図
である。一方で、図１２は、イオンを４５°以下の角度で回転注入した場合の構成を例示
する断面図である。
【００５２】
　図１１における角度３１０は、４５°を示し、イオン注入３１１は、たとえば、４５°
より大きい８０°の角度で回転注入した場合のイオン注入の様子を示し、Ｐ型の拡散層１
９５は、イオン注入３１１によって形成されるＰ型の拡散層を示す。また、距離４０５は
、イオン注入３１１で形成されるＰ型の拡散層１９５によって生じる、ソース領域１１と
ドレイン領域７との間の距離を表す。
【００５３】
　図１２における角度３２０は、４５°を示し、イオン注入３２１は、たとえば、４５°
の角度で回転注入した場合のイオン注入の様子を示し、Ｐ型の拡散層１９１は、イオン注
入３２１によって形成されるＰ型の拡散層を示す。また、距離４０１は、イオン注入３２
１で形成されるＰ型の拡散層１９１によって生じる、ソース領域１１とドレイン領域７と
の間の距離を表す。
【００５４】
　また、図１２におけるイオン注入３２２は、たとえば、４５°以下である１０°の角度
で回転注入した場合のイオン注入の様子を示し、Ｐ型の拡散層１９２は、イオン注入３２
２によって形成されるＰ型の拡散層を示す。また、距離４０２は、イオン注入３２２で形
成されるＰ型の拡散層１９２によって生じる、ソース領域１１とドレイン領域７との間の
距離を表す。
【００５５】
　図１１および図１２に例示されたように、４５°より大きい角度、たとえば、８０°の
角度でイオンを回転注入した場合と、４５°以下の角度、たとえば、４５°の角度でイオ
ンを回転注入した場合と、たとえば１０°の角度でイオンを回転注入した場合とで、それ
ぞれ、Ｐ型の拡散層１９５、Ｐ型の拡散層１９１、および、Ｐ型の拡散層１９２が形成さ
れる。
【００５６】
　Ｐ型の拡散層１９５によって生じる距離４０５、Ｐ型の拡散層１９１によって生じる距
離４０１、および、Ｐ型の拡散層１９２によって生じる距離４０２を比較すると、回転注
入されるイオンの対象面に対する角度が大きくなるにつれて、ソース領域１１とドレイン
領域７との間の距離が小さくなることが分かる。
【００５７】
　すなわち、図１０におけるソース領域１１とドレイン領域７との間の距離５０４は、回
転注入されるイオンの対象面に対する角度を調整することによって、制御することができ
る。たとえば、３０°以上かつ４５°以下の角度範囲でイオンを回転注入することによっ
て、良好な範囲にＰ型の拡散層１９を形成することができる。
【００５８】
　次に、図１０を参照しつつ、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧が得られるメカニズムにつ
いて説明する。図１０においては、ＳｉＣのＮ型のエピタキシャル層３の上面に、Ｎ型の
拡散層であるドレイン領域７が形成される。ここで、エピタキシャル層３およびドレイン
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領域７はドレイン領域として機能する。
【００５９】
　ドレイン領域７の表層においては、部分的にＰ型の拡散層であるバックゲート領域９が
形成される。また、バックゲート領域９の表層においては、部分的にＮ型の拡散層である
ソース領域１１が形成される。また、ソース領域１１とドレイン領域７とに挟まれたバッ
クゲート領域９上に、ゲート酸化膜１２を介してゲート電極１３が形成される。ソース領
域１１は、平面視でゲート電極１３まで延びている。また、ゲート電極１３を覆って、Ｔ
ＥＯＳ酸化膜１４が形成され、ＴＥＯＳ酸化膜１４を覆ってｂｏｒｏｐｈｏｓｐｈｏｓｉ
ｌｉｃａｔｅ　ｇｌａｓｓ（ＢＰＳＧ）膜１５が形成される。ＢＰＳＧ膜１５を覆ってＴ
ＥＯＳ酸化膜１６が形成される。さらに、ＴＥＯＳ酸化膜１６およびソース領域１１を覆
って、ソース電極１８が形成される。
【００６０】
　図１０においては、強電界部５００と、Ｎ型の拡散層側に伸びる空乏層５０１と、Ｐ型
の拡散層側に伸びる空乏層５０２とがそれぞれ示される。また、距離５０４は、バックゲ
ート領域９の表層における、ドレイン領域７とソース領域１１との間の距離を示す。
【００６１】
　図１０の、ソース電極１８とゲート電極１３とにそれぞれ０Ｖを印加し、エピタキシャ
ル層３およびドレイン領域７に電圧を印加する。エピタキシャル層３およびドレイン領域
７に電圧を印加していくと、Ｎ型の拡散層側に空乏層５０１が、Ｐ型の拡散層側に空乏層
５０２がそれぞれ伸びる。
【００６２】
　印加される電圧がある電圧値に到達すると、空乏層５０１および空乏層５０２がそれ以
上伸びなくなり、強電界部５００で電界強度が強くなる。そして、強電界部５００におい
てアバランシェが起こる。そのときの電圧値がオフ耐圧となる。
【００６３】
　したがって、Ｐ型の拡散層側に伸びる空乏層５０２が伸びきる前に、Ｎ型の拡散層であ
るソース領域１１に空乏層５０２が到達すると、その時点でドレイン－ソース間でリーク
電流が発生し、オフ耐圧が低下する。そのため、ドレイン領域７とソース領域１１との間
の距離である距離５０４が小さくなると、空乏層５０２のマージンが小さくなる。
【００６４】
　ソース領域１１を形成するためのイオン注入を行った直後に、ソース領域１１を形成す
るためのレジストマスクをそのまま用いつつ、Ｐ型のイオン種を４５°以下の角度で回転
注入してＰ型の拡散層１９を形成する。そうすると、Ｐ型の拡散層１９によって、ソース
領域１１とドレイン領域７との間の距離である距離５０４がＰ型の拡散層側に伸びる空乏
層の幅よりも大きくなる。そのため、オフ耐圧の低下を抑えることができる。
【００６５】
　図１３は、Ｐ型の拡散層およびソース領域を形成するためのレジストの端部における角
度を３０°とした場合の断面図である。また、図１４は、Ｐ型の拡散層およびソース領域
を形成するためのレジストの端部における角度を４５°とした場合の断面図である。また
、図１５は、Ｐ型の拡散層およびソース領域を形成するためのレジストの端部における角
度を８０°とした場合の断面図である。
【００６６】
　図１３、図１４、および、図１５に例示されるように、Ｐ型の拡散層を形成する際、写
真製版後のレジスト端部の形状を台形６０１、台形６０２、および、台形６０３として、
すなわち、レジスト端部にテーパ形状を形成してＰ型のイオン種を回転注入し、さらに、
同じレジストを用いて、ソース領域１１を形成するためのＮ型のイオン種を注入する。な
お、図１３、図１４、および、図１５には、Ｐ型のイオン種が回転注入される様子が、イ
オン注入３５１として示されている。
【００６７】
　図１３に例示されるように、レジスト端部の傾斜角である角度２５１が３０°である場
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合、Ｐ型のイオン種を回転注入することによって形成されたＰ型の拡散層９５１によって
、ソース領域１１とドレイン領域７との間に距離４５１が生じる。なお、Ｐ型の拡散層９
５１は、Ｐ型のイオン種がイオン注入によって突き抜けるレジストの厚み７５１よりも厚
みが小さいレジストの直下において形成されている。
【００６８】
　また、図１４に例示されるように、レジスト端部の傾斜角である角度２５２が４５°で
ある場合、Ｐ型のイオン種を回転注入することによって形成されたＰ型の拡散層９５２に
よって、ソース領域１１とドレイン領域７との間に距離４５２が生じる。なお、Ｐ型の拡
散層９５２は、Ｐ型のイオン種がイオン注入によって突き抜けるレジストの厚み７５２よ
りも厚みが小さいレジストの直下において形成されている。
【００６９】
　また、図１５に例示されるように、レジスト端部の傾斜角である角度２５３が８０°で
ある場合、Ｐ型のイオン種を回転注入することによって形成されたＰ型の拡散層９５３に
よって、ソース領域１１とドレイン領域７との間に距離４５３が生じる。なお、Ｐ型の拡
散層９５３は、Ｐ型のイオン種がイオン注入によって突き抜けるレジストの厚み７５３よ
りも厚みが小さいレジストの直下において形成されている。
【００７０】
　レジスト端部の角度２５１が３０°である場合、レジスト端部の角度２５２が４５°で
ある場合、および、レジスト端部の角度２５３が８０°である場合を比較すると、レジス
ト端部の角度が大きくなると、ソース領域１１とドレイン領域７との間の距離は小さくな
ることが分かる。
【００７１】
　したがって、レジスト端部の傾斜角度を高い精度で形成しなければ、ドレイン領域とソ
ース領域との間の距離がばらつき、ＭＯＳＦＥＴのオフ耐圧が低下する。換言すれば、レ
ジスト端部の傾斜角度を制御することによって、ドレイン領域とソース領域との間の距離
を調整することができる。レジストを形成する露光装置は、光をレジストに対して垂直に
当てるように構成されているので、レジスト端部の形状は、ほぼ垂直に形成される。レジ
ストに傾斜角度を設けない手法は、より簡易に形成できる点で好ましい。
【００７２】
　図１６は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ソース領域が形成される際の
イオン注入までの工程を例示する断面図である。図１６においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ
領域１０１とマーク領域１０２とが例示される。
【００７３】
　イオンを４５°以下の角度で回転注入することによって形成されたＰ型の拡散層１９の
表層に、パターン１０をそのまま利用して連続でＮ型のイオン種の窒素、リンまたは砒素
を注入することによって、ソース領域１１を形成する。この場合、ソース領域１１はＰ型
の拡散層１９よりも浅く形成される。なお、ソース領域１１を形成するイオン注入は、Ｐ
型の拡散層１９を形成する前に行われてもよい。
【００７４】
　図２３は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ソース領域が形成される際の
イオン注入までの工程を例示する断面図である。
【００７５】
　図２３における構成は、図２２に示された左右非対称に形成されているＰ型の拡散層１
９を形成したレジストと同じレジストを用いて形成される。そのため、Ｎ型のソース領域
１１とドレイン領域７との間の距離が、Ｎ型のソース領域１１の左右で異なっている。具
体的には、Ｎ型のソース領域１１の右側における間隔５５９は、Ｎ型のソース領域１１の
左側における間隔５６０よりも小さい。
【００７６】
　間隔５５９が小さくなったため、Ｐ型の拡散層であるバックゲート領域９のみの不純物
濃度では、（図１０で説明されたように、ドレイン領域７から空乏層が伸びる。そして、
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空乏層が、低い電圧でＮ型のソース領域１１に到達する。その結果、耐圧不良が生じる。
【００７７】
　しかしながら、Ｐ型の拡散層１９を追加することによって、Ｎ型のソース領域１１とド
レイン領域７との間にあるＰ型の拡散層のトータル濃度が濃くなるため、空乏層の伸びを
抑えることができる。よって、耐圧低下が生じない。
【００７８】
　次に、ドレイン領域７、バックゲート領域９、Ｐ型の拡散層１９およびソース領域１１
の活性化のために、１７００℃以上のアニ－ル処理を行う。１７００℃以上のアニ－ル処
理を行う際には、Ｓｉの消化が起きないようにするために、カーボン系の膜、たとえば、
グラファイト膜などを成膜してからアニール処理を行う。そして、アニ－ル処理の後に、
カーボン系の膜を除去する（ここでは、図示しない）。
【００７９】
　次に、ドレイン領域７の上面に、ＴＥＯＳ酸化膜を、たとえば、８００ｎｍ以上、かつ
、１５００ｎｍ以下でデポして写真製版を行う。そして、ＴＥＯＳ酸化膜をエッチングす
ることによって、フィールド酸化膜を形成する（ここでは、図示しない）。
【００８０】
　図１７は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、ゲート電極が形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図１７においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００８１】
　図１７に例示されるように、アニール処理によって活性化した、ドレイン領域７、バッ
クゲート領域９、Ｐ型の拡散層１９およびソース領域１１の上面を酸化させ、たとえば、
厚さが３０ｎｍ以上、かつ、７０ｎｍ以下であるゲート酸化膜１２を形成する。
【００８２】
　次に、ゲート酸化膜１２の上面にＮ型のポリシリコンをデポし、さらに、写真製版を行
う。そして、ポリシリコンをドライエッチングすることによってゲート電極１３を形成す
る。
【００８３】
　ここで、ゲート酸化膜１２は、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟まれたバックゲ
ート領域９の表面、および、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟まれたＰ型の拡散層
１９の表面にそれぞれ接触して形成される。
【００８４】
　図１８は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、層間酸化膜が形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図１８においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００８５】
　図２４は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、層間酸化膜が形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図２４においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００８６】
　図２５は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、層間酸化膜が形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図２５においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００８７】
　パターン１０の位置がずれたことによって、図２４および図２５に例示されるように、
Ｐ型の拡散層１９の、右側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５５１
が、バックゲート領域９の当該ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５５２よりも
大きくなっている。
【００８８】
　また、図２４および図２５に例示されるように、Ｐ型の拡散層１９の、左側に位置する



(14) JP 6746010 B2 2020.8.26

10

20

30

40

50

ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５５３が、バックゲート領域９の当該ゲート
酸化膜１２と平面視において重なる幅５５４以下となっている。
【００８９】
　図１８に例示されるように、ゲート酸化膜１２およびゲート電極１３を覆うようにＴＥ
ＯＳ酸化膜１４をデポし、さらに、ＢＰＳＧ膜１５をＴＥＯＳ酸化膜１４の上面に、たと
えば、３００ｎｍ以上、かつ、１０００ｎｍ以下の厚さでデポする。そして、ＢＰＳＧ膜
１５の上面に、再度ＴＥＯＳ酸化膜１６をデポすることによって、層間酸化膜を形成する
。
【００９０】
　図１９は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、コンタクトが形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図１９においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００９１】
　図２６は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、コンタクトが形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図２６においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００９２】
　図２７は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、コンタクトが形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図２７においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００９３】
　ＴＥＯＳ酸化膜１６の上面にレジストを塗布し、さらに、写真製版を行う。そして、ウ
ェットエッチングを行い、その後にドライエッチングを行うことによって、図１９に例示
されるようなコンタクト１７を形成する。
【００９４】
　コンタクト形成時のＴＥＯＳ酸化膜１６、ＢＰＳＧ膜１５およびＴＥＯＳ酸化膜１４の
エッチングは、ドライエッチングのみであってもよいし、ドライエッチング後にウェット
エッチングを行う方法であってもよい。
【００９５】
　ここで、コンタクト１７を挟む一対のゲート酸化膜１２は、それぞれソース領域１１の
表面の一部に接触する。そして、ソース領域１１の、コンタクト１７に対して右側に位置
するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅５５５は、ソース領域１１の、コンタク
ト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅よりも大きい
（図２７を参照）。
【００９６】
　図２０は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまでの工程
を例示する断面図である。図２０においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマーク領
域１０２とが例示される。
【００９７】
　また、図２１も、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の、配線が形成されるまで
の工程を例示する断面図である。図２１においても同様に、ＭＯＳＦＥＴ領域１０１とマ
ーク領域１０２とが例示される。
【００９８】
　まず、最表面における接触抵抗を下げるためにＮｉをスパッタし、さらに、写真製版を
行う。そして、コンタクト形成後に剥き出しになったソース領域１１以外の表面に形成さ
れたＮｉを除去し、さらに熱処理を行うことによってＮｉＳｉを形成する（ここでは、図
示しない）。
【００９９】
　次に、配線用のアルミニウムまたはＡｌＳｉをスパッタし、さらに、写真製版を行う。
そして、当該アルミニウムまたはＡｌＳｉを除去することによって、図２０に例示される
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ような配線（すなわち、ソース電極１８）を形成する。
【０１００】
　次に、最表面にＳｉＮ膜または導電性窒化膜をデポする。最後に、ポリイミドをデポす
る（ここでは、図示しない）。
【０１０１】
　図２０は、イオンを４５°の角度で回転注入することによってＰ型の拡散層１９を形成
する際に、マスクずれが生じた場合の構成を例示する断面図である。
【０１０２】
　図２０に例示されるように、Ｐ型の拡散層１９は、ドレイン領域７の表層およびバック
ゲート領域９の表層に跨って形成される。また、Ｐ型の拡散層１９は、バックゲート領域
９よりも浅く形成される。
【０１０３】
　また、Ｐ型の拡散層１９の、コンタクト１７に対して右側に位置するゲート酸化膜１２
と平面視において重なる幅は、Ｐ型の拡散層１９の、コンタクト１７に対して左側に位置
するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅よりも大きい。
【０１０４】
　図２０に例示されるように、ゲート電極１３のエッジ付近のＰ型の拡散層であるバック
ゲート領域９およびＰ型の拡散層１９は、左右非対称な形状である。すなわち、Ｐ型の拡
散層１９の、ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅（すなわち、幅５５１および幅
５５３）が、コンタクト１７の左右で異なる。
【０１０５】
　また、Ｐ型の拡散層であるバックゲート領域９は、ゲート酸化膜１２と平面視において
重なる幅は、コンタクト１７の左右で同じである。
【０１０６】
　図２８、図２９、図３０および図３１は、本実施の形態に関する炭化珪素半導体装置の
、配線が形成されるまでの工程を例示する断面図である。
【０１０７】
　図２８、図２９、図３０および図３１において、Ｐ型の拡散層であるバックゲート領域
９は、ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅が、コンタクト１７の左右で異なる。
具体的には、コンタクト１７の右側における幅５５２は、コンタクト１７の左側における
幅５５４よりも小さい。
【０１０８】
　図２８、図２９、図３０および図３１では、ソース領域１１が内部に形成されたＰ型の
拡散層１９と、バックゲート領域９とが非対称に形成される。すなわち、ソース領域１１
が内部に形成されたＰ型の拡散層１９の左右方向の中心は、バックゲート領域９の左右方
向の中心とはズレている。そして、ソース領域１１が内部に形成されたＰ型の拡散層１９
の左側のバックゲート領域９の幅は、ソース領域１１が内部に形成されたＰ型の拡散層１
９の右側のバックゲート領域９の幅とは異なる。
【０１０９】
　図２９および図３１では、Ｐ型のバックゲート領域９は、イオン注入、および、その後
の活性化のために１７００℃以上のアニールを行うと、Ｓｉよりも拡散係数が小さいため
、ほとんど拡散しないが、接合底部の角は丸くなる。同様にイオン注入で形成される場合
、Ｐ型の拡散層１９の接合底部の角も丸くなる。
【０１１０】
　Ｐ型のバックゲート領域９とＰ型の拡散層１９の接合底部との角が丸くなると、Ｐ型の
拡散領域の空乏層の広がりがスムーズになるため、耐圧のばらつきを抑えることができる
。
【０１１１】
　一方で図２１は、イオンを４５°の角度で回転注入することによってＰ型の拡散層１９
を形成する際に、マスクずれが生じなかった場合の構成を例示する断面図である。
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【０１１２】
　図２１に例示されるように、マスクずれが生じなかった場合は、バックゲート領域９お
よびＰ型の拡散層１９は、左右対称な形状である。すなわち、Ｐ型の拡散層１９の、ゲー
ト酸化膜１２と平面視において重なる幅が、コンタクト１７の左右で等しい。
【０１１３】
　なお、構造の形状が対称か非対称かについては、たとえば、走査型静電容量顕微鏡法（
ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）によって、断面の
ｄＣ／ｄＶ像から対称か非対称かの判別が可能である。また、走査型静電容量顕微鏡法（
ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｃａｐａｃｉｔａｎｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ）で、断面のキャリ
ア濃度分布で濃度分布に近いプロファイルが得られる。
【０１１４】
　従来の構造では、Ｐ型の拡散層１９が設けられていないので、ソース領域１１を形成す
るためのマスクがバックゲート領域９を形成するためのマスクとの間で位置ズレを起こし
た場合、ソース領域１１がバックゲート領域９からはみ出す、または、ソース領域１１か
らバックゲート領域９までの距離が短くなる可能性がある。
【０１１５】
　しかし、ソース領域１１を形成するためのマスクを用いて、Ｐ型の拡散層１９を回転注
入で形成することによって、ソース領域１１をＰ型の拡散層１９の内部に形成することが
できる。そのため、バックゲート領域９からソース領域１１がはみ出した場合でも、半導
体装置の電気的特性を維持することができ、ソース領域１１からバックゲート領域９まで
の距離を十分に確保することができる。
【０１１６】
　本実施の形態では、写真製版時にマスクずれが生じた場合であっても、イオンを４５°
以下の角度で回転注入することによってＰ型の拡散層１９を形成することで、ゲート電極
に対してソース領域１１が非対称であっても、ソース領域１１とドレイン領域７との距離
を確保することができる。
【０１１７】
　そのため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制することができる。なぜなら、
炭化珪素半導体装置のオフ耐圧は、Ｐ型の拡散層に伸びる空乏層とＮ型の拡散層に伸びる
空乏層とで決まり、本実施の形態における炭化珪素半導体装置によれば、強電界部５００
においてアバランシェが起こる前に、Ｐ型の拡散層に伸びる空乏層がソース領域のＮ型の
拡散層に到達しないためである。
【０１１８】
　また、バックゲート領域とソース領域とが台形のレジストを用いて形成された対称構造
では、実効チャネル長を１．０μｍ未満にすることが難しい。本実施の形態では、バック
ゲート領域の一部を同じマスクを用いて回転注入して非対称構造にすることで、図２０に
おけるコンタクト１７に対して右側に、１．０μｍ未満の実効チャネル長を形成すること
ができるため、炭化珪素半導体装置の特性が改善される。
【０１１９】
　＜以上に記載された実施の形態によって生じる効果について＞
　次に、以上に記載された実施の形態によって生じる効果を例示する。なお、以下の説明
においては、以上に記載された実施の形態に例示された具体的な構成に基づいて当該効果
が記載されるが、同様の効果が生じる範囲で、本願明細書に例示される他の具体的な構成
と置き換えられてもよい。
【０１２０】
　以上に記載された実施の形態によれば、炭化珪素半導体装置は、第１の導電型の炭化珪
素半導体層と、第２の導電型の第２の拡散層と、第２の導電型の第３の拡散層と、第１の
ゲート絶縁膜と、第２のゲート絶縁膜と、第１のゲート電極と、第２のゲート電極とを備
える。ここで、炭化珪素半導体層は、たとえば、バッファ層２、エピタキシャル層３、お
よび、ドレイン領域７に対応するものである。また、第２の拡散層は、たとえば、バック
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ゲート領域９に対応するものである。また、第３の拡散層は、たとえば、Ｐ型の拡散層１
９に対応するものである。また、第１のゲート絶縁膜および第２のゲート絶縁膜は、たと
えば、１つのコンタクト１７を挟む一対のゲート酸化膜１２にそれぞれ対応するものであ
る。また、第１のゲート電極および第２のゲート電極は、たとえば、１つのコンタクト１
７を挟む一対のゲート電極１３にそれぞれ対応するものである。ドレイン領域７は、エピ
タキシャル層３の表層に形成される。バックゲート領域９は、ドレイン領域７の表層に部
分的に形成される。Ｐ型の拡散層１９は、ドレイン領域７の表層およびバックゲート領域
９の表層に跨って形成される。図２０において、あるコンタクト１７に対して右側に位置
するゲート酸化膜１２は、バックゲート領域９の表面の一部、および、Ｐ型の拡散層１９
の表面の一部にそれぞれ接触して形成される。図２０において、あるコンタクト１７に対
して左側に位置するゲート酸化膜１２は、バックゲート領域９の表面の他の一部、および
、Ｐ型の拡散層１９の表面の他の一部にそれぞれ接触して形成される。図２０において、
あるコンタクト１７に対して右側に位置するゲート電極１３は、同様にあるコンタクト１
７に対して右側に位置するゲート酸化膜１２に接触して形成される。図２０において、あ
るコンタクト１７に対して左側に位置するゲート電極１３は、同様にあるコンタクト１７
に対して左側に位置するゲート酸化膜１２に接触して形成される。Ｐ型の拡散層１９は、
バックゲート領域９よりも浅く形成される。また、Ｐ型の拡散層１９の、あるコンタクト
１７に対して右側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅は、Ｐ型の拡散
層１９の、あるコンタクト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜１２と平面視におい
て重なる幅よりも大きい。
【０１２１】
　このような構成によれば、バックゲート領域９の形成位置に対してソース領域１１の形
成位置がずれ、ソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が小さくなる場合であって
も、Ｐ型の拡散層１９によってソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が確保され
るため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制することができる。そのため、歩留
まりが改善する。
【０１２２】
　なお、本願明細書に例示される他の構成のうちの少なくとも１つを以上に記載された構
成に適宜追加した場合、すなわち、以上に記載された構成としては言及されなかった本願
明細書に例示される他の構成が適宜追加された場合であっても、同様の効果を生じさせる
ことができる。
【０１２３】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、炭化珪素半導体装置は、第１の導電型の
炭化珪素半導体層と、第２の導電型の第２の拡散層と、第２の導電型の第３の拡散層と、
第１のゲート絶縁膜と、第１のゲート電極とを備える。ここで、炭化珪素半導体層は、た
とえば、バッファ層２、エピタキシャル層３、および、ドレイン領域７に対応するもので
ある。また、第２の拡散層は、たとえば、バックゲート領域９に対応するものである。ま
た、第３の拡散層は、たとえば、Ｐ型の拡散層１９に対応するものである。また、第１の
ゲート絶縁膜は、たとえば、１つのコンタクト１７を挟むゲート酸化膜１２に対応するも
のである。また、第１のゲート電極は、たとえば、１つのコンタクト１７を挟むゲート電
極１３に対応するものである。ドレイン領域７は、エピタキシャル層３の表層に形成され
る。バックゲート領域９は、ドレイン領域７の表層に部分的に形成される。Ｐ型の拡散層
１９は、ドレイン領域７およびバックゲート領域９に接触する位置に形成される。図２０
において、あるコンタクト１７に対して右側に位置するゲート酸化膜１２は、バックゲー
ト領域９の表面の一部、および、Ｐ型の拡散層１９の表面の一部にそれぞれ接触して形成
される。図２０において、あるコンタクト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜１２
は、バックゲート領域９の表面の他の一部、および、Ｐ型の拡散層１９の表面の他の一部
にそれぞれ接触して形成される。図２０において、あるコンタクト１７に対して右側に位
置するゲート電極１３は、同様にあるコンタクト１７に対して右側に位置するゲート酸化
膜１２に接触して形成される。図２０において、あるコンタクト１７に対して左側に位置
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するゲート電極１３は、同様にあるコンタクト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜
１２に接触して形成される。
【０１２４】
　このような構成によれば、バックゲート領域９の形成位置に対してソース領域１１の形
成位置がずれ、ソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が小さくなる場合であって
も、Ｐ型の拡散層１９によってソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が確保され
るため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制することができる。そのため、歩留
まりが改善する。
【０１２５】
　なお、本願明細書に例示される他の構成のうちの少なくとも１つを以上に記載された構
成に適宜追加した場合、すなわち、以上に記載された構成としては言及されなかった本願
明細書に例示される他の構成が適宜追加された場合であっても、同様の効果を生じさせる
ことができる。
【０１２６】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、Ｐ型の拡散層１９の、あるコンタクト１
７に対して右側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅は、バックゲート
領域９の当該ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅よりも大きい。また、Ｐ型の拡
散層１９の、あるコンタクト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜１２と平面視にお
いて重なる幅は、バックゲート領域９の当該ゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅
以下である。このような構成によれば、バックゲート領域９からはみ出て形成されるＰ型
の拡散層１９によってソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が確保されるため、
炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制することができる。
【０１２７】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、炭化珪素半導体装置は、Ｐ型の拡散層１
９の表層に部分的に形成される、第１の導電型の第４の拡散層を備える。ここで、第４の
拡散層は、たとえば、ソース領域１１に対応するものである。ゲート酸化膜１２は、少な
くとも、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟まれたバックゲート領域９の表面、およ
び、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟まれたＰ型の拡散層１９の表面にそれぞれ接
触して形成される。このような構成によれば、Ｐ型の拡散層１９によってソース領域１１
とドレイン領域７との間の距離が確保されるため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下
を抑制することができる。
【０１２８】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、あるコンタクト１７に対して右側に位置
するゲート酸化膜１２は、ソース領域１１の表面の一部に接触して形成される。また、あ
るコンタクト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜１２は、ソース領域１１の表面の
他の一部に接触して形成される。また、ソース領域１１の、あるコンタクト１７に対して
右側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅は、ソース領域１１の、ある
コンタクト１７に対して左側に位置するゲート酸化膜１２と平面視において重なる幅より
も大きい。このような構成によれば、Ｐ型の拡散層１９によってソース領域１１とドレイ
ン領域７との間の距離が確保されるため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制す
ることができる。
【０１２９】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、あるコンタクト１７に対して右側に位置
するゲート酸化膜１２と平面視において重なる、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟
まれたＰ型の拡散層１９の幅は、１．０μｍ未満である。このような構成によれば、実効
チャネル長が１．０μｍ未満である炭化珪素半導体装置を製造することができるため、炭
化珪素半導体装置の特性を改善することができる。
【０１３０】
　以上に記載された実施の形態によれば、炭化珪素半導体装置の製造方法において、第１
の導電型のエピタキシャル層３の表層に、イオンの注入によって第１の導電型のドレイン
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領域７を形成する。そして、ドレイン領域７の表層に、イオンの注入によって第２の導電
型のバックゲート領域９を部分的に形成する。そして、バックゲート領域９の表面に、レ
ジストパターンを形成する。ここで、レジストパターンは、たとえば、パターン１０に対
応するものである。そして、パターン１０から露出した状態のドレイン領域７の表層およ
びバックゲート領域９の表層に跨って、４５°以下の角度でのイオンの回転注入によって
第２の導電型のＰ型の拡散層１９を形成する。また、パターン１０から露出した状態の少
なくともバックゲート領域９の表層に、イオンの注入によって第１の導電型のソース領域
１１を部分的に形成する。そして、少なくとも、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟
まれたバックゲート領域９の表面、および、ドレイン領域７とソース領域１１とに挟まれ
たＰ型の拡散層１９の表面に、第１のゲート絶縁膜および第２のゲート絶縁膜を形成する
。ここで、第１のゲート絶縁膜および第２のゲート絶縁膜は、たとえば、ゲート酸化膜１
２に対応するものである。そして、ゲート酸化膜１２の表面に、それぞれゲート電極１３
を形成する。ここで、Ｐ型の拡散層１９は、バックゲート領域９よりも浅く形成される。
また、ソース領域１１は、Ｐ型の拡散層１９の表層に部分的に形成される。また、Ｐ型の
拡散層１９の、あるコンタクト１７に対して右側に位置するゲート酸化膜１２と平面視に
おいて重なる幅は、Ｐ型の拡散層１９の、あるコンタクト１７に対して左側に位置するゲ
ート酸化膜１２と平面視において重なる幅よりも大きい。
【０１３１】
　このような構成によれば、バックゲート領域９の形成位置に対してソース領域１１の形
成位置がずれ、ソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が小さくなる場合であって
も、ソース領域１１を形成するレジストパターンと同じレジストパターンを用いつつ回転
注入で形成されるＰ型の拡散層１９によって、ソース領域１１とドレイン領域７との間の
距離が確保される。そのため、炭化珪素半導体装置のオフ耐圧の低下を抑制することがで
きる。そのため、歩留まりが改善する。
【０１３２】
　なお、本願明細書に例示される他の構成のうちの少なくとも１つを以上に記載された構
成に適宜追加した場合、すなわち、以上に記載された構成としては言及されなかった本願
明細書に例示される他の構成が適宜追加された場合であっても、同様の効果を生じさせる
ことができる。
【０１３３】
　また、特段の制限がない場合には、それぞれの処理が行われる順序は変更することがで
きる。
【０１３４】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、３０°以上かつ４５°以下の角度でのイ
オンの回転注入によってＰ型の拡散層１９を形成する。このような構成によれば、当該角
度範囲でのイオンの回転注入で形成されるＰ型の拡散層１９によって、ソース領域１１と
ドレイン領域７との間の距離が十分に確保される。そのため、炭化珪素半導体装置のオフ
耐圧の低下を抑制することができる。
【０１３５】
　また、以上に記載された実施の形態によれば、パターン１０の端部は、テーパ形状であ
る。このような構成によれば、テーパ形状によってＰ型の拡散層１９の形成範囲を制御す
ることができるため、ソース領域１１とドレイン領域７との間の距離が十分に確保される
。
【０１３６】
　＜以上に記載された実施の形態における変形例について＞
　以上に記載された実施の形態では、それぞれの構成要素の材質、材料、寸法、形状、相
対的配置関係または実施の条件などについても記載する場合があるが、これらはすべての
局面において例示であって、本願明細書に記載されたものに限られることはないものとす
る。
【０１３７】
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　したがって、例示されていない無数の変形例、および、均等物が、本願明細書に開示さ
れる技術の範囲内において想定される。たとえば、少なくとも１つの構成要素を変形する
場合、追加する場合または省略する場合が含まれるものとする。
【０１３８】
　また、矛盾が生じない限り、以上に記載された実施の形態において「１つ」備えられる
ものとして記載された構成要素は、「１つ以上」備えられていてもよいものとする。
【０１３９】
　さらに、以上に記載された実施の形態におけるそれぞれの構成要素は概念的な単位であ
って、本願明細書に開示される技術の範囲内には、１つの構成要素が複数の構造物から成
る場合と、１つの構成要素がある構造物の一部に対応する場合と、さらには、複数の構成
要素が１つの構造物に備えられる場合とを含むものとする。
【０１４０】
　また、以上に記載された実施の形態におけるそれぞれの構成要素には、同一の機能を発
揮する限り、他の構造または形状を有する構造物が含まれるものとする。
【０１４１】
　また、本願明細書における説明は、本技術に関するすべての目的のために参照され、い
ずれも、従来技術であると認めるものではない。
【０１４２】
　また、以上に記載された実施の形態において、特に指定されずに材料名などが記載され
た場合は、矛盾が生じない限り、当該材料に他の添加物が含まれた、たとえば、合金など
が含まれるものとする。
【０１４３】
　また、以上に記載された実施の形態では、半導体基板がＮ型とされたが、Ｐ型とされる
場合であってもよいものとする。すなわち、以上に記載された実施の形態では、炭化珪素
半導体装置の例としてＭＯＳＦＥＴが説明されたが、炭化珪素半導体装置の例が絶縁ゲー
ト型バイポーラトランジスタ（ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　ｇａｔｅ　ｂｉｐｏｌａｒ　ｔｒａ
ｎｓｉｓｔｏｒ、すなわち、ＩＧＢＴ）である場合も想定することができるものとする。
【０１４４】
　なお、炭化珪素半導体装置の例がＩＧＢＴである場合には、ソース電極がエミッタ電極
に対応し、かつ、ドレイン電極がコレクタ電極に対応するものとする。また、炭化珪素半
導体装置の例がＩＧＢＴである場には、ドリフト層の下面にドリフト層とは逆の導電型の
層が位置するが、ドリフト層の下面に位置する層は、ドリフト層の下面に新たに形成され
る層であってもよいし、以上に記載された実施の形態における場合のようにドリフト層が
形成されるための半導体基板であってもよい。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　ＳｉＣ基板、２　バッファ層、３　エピタキシャル層、４，１４，１６，２０　Ｔ
ＥＯＳ酸化膜、５　凹部、６，８，１０　パターン、７　ドレイン領域、９　バックゲー
ト領域、１１　ソース領域、１２　ゲート酸化膜、１３　ゲート電極、１５　ＢＰＳＧ膜
、１７　コンタクト、１８　ソース電極、１９，１９１，１９２，１９５，９５１，９５
２，９５３　拡散層、１０１，８０１　ＭＯＳＦＥＴ領域、１０２，８０３　マーク領域
、２５１，２５２，２５３，３１０，３２０　角度、３１１，３２１，３２２，３５１　
イオン注入、４０１，４０２，４０５，４５１，４５２，４５３，５０４　距離、５００
　強電界部、５０１，５０２　空乏層、５５１，５５２，５５３，５５４，５５５　幅、
５５７，５５８，５５９，５６０　間隔、６０１，６０２，６０３　台形、７５１，７５
２，７５３　厚み、８０２　スクライブ領域、９０１　断面。
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